
• 職員や児童・利用者の体調観察の徹底

• 職員が一堂に集まる機会を避ける
• こまめな換気、消毒 （ドアノブ、手すりなど複数人が触
る共用部分すべて） の徹底

• マスクや手袋など感染防護具の使用方法の再確認
• 児童・利用者のご家族の方も感染防止対策の徹底

児童福祉施設等・高齢者施設等における
感染対策徹底のお願い

職員は体調に異変を感じたら、まずは施設に報告

職員は休む勇気を、施設は休ませる配慮を


